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☆『造形デザイン』の知財判決紹介（17）
　−意匠の類否判断における創作非容易性の考慮− … ⑴

【事案の概要】
　本件は、ロッカー用ダイヤル錠付き把手の意匠

（本件意匠）に係る意匠権を有していたXが、Yが販
売した製品の意匠が本件意匠と類似するとして、Y
に対し、意匠権侵害の不法行為に基づく損害賠償等
を求めた事案である。原審大阪地裁は、Yが販売し

た製品の意匠は、本件意匠と類似するものとは認め
られないとして、Yの請求を棄却したところ、Yが
控訴したが、大阪高裁も、Y製品の意匠は本件意匠
とは類似しないとして、控訴を棄却したものである。
　本件では、両意匠の類否判断において、参酌され
ている公知意匠が主に意匠公報と特許公報であるこ
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とから、その判断根拠が検証可能であり参考になる。
また、高裁の判決では、要部認定において、公知意
匠の参酌のみならず、公知意匠に基づく「創作非
容易性」を考慮していると思われる点が注目される。

（以下のアンダーラインは、筆者のものである。）

【本件登録意匠】

【本件類似登録意匠】

【Y意匠】

【地裁決旨】
１　争点１（被告意匠は本件意匠と類似するか）に

ついて

（１） 前提事実（２）、（４）のとおり、被告意匠と
本件意匠の「意匠に係る物品」は同一である。

（２） 本件意匠の構成
＜省略＞

原告は、名札入れは基本的構成態様に当た
らないと主張するが、名札入れは、本件意匠に
係る物品の使用者を提示するためのものであり、
つまみやダイヤル錠等、他の構成態様とは異な
る独自の機能を有し、それらとは独立に設けら
れた構成であり、正面視で、前面部全体の10％
程度 の大きさを占めるものであることも考慮
すると、本件意匠に係る基本的な骨格に相当す
る部分というべきであり、基本的構成態様に当
たるとするのが相当である。

（３） 被告意匠の構成
＜省略＞

（４） 本件意匠と被告意匠との対比
＜省略＞

（５） 本件意匠と被告意匠の類似性について
ア　意匠の類否は、需要者の視覚を通じて起こ

させる美感に基づいて行うものであるところ
（意匠法24条２項）、その場合には、需要者の
注意を惹く構成、すなわち要部がどこである
かを、意匠に係る物品の性質や使用態様、公
知意匠等を参酌して把握し、登録意匠と対象
となる意匠とが要部において構成態様を共通
にするか否かを中心に観察して、両意匠が全
体として美感を共通にするか否かによって判
断すべきものである。

イ　本件意匠に係る物品はロッカー用ダイヤル
錠付き把手であるから、その需要者は、ロッ
カーを購入して設置する者であるが、設置者
は使用者の使いやすさ等を勘案してロッカー
を選択するものであるし、設置者の中には自
らロッカーを使用する者も相当程度存すると
考えられるから、使用者の立場に立って観察
すべきものである。そして、本件意匠に係る
物品は、ロッカーに取り付けられて使用され
るものであり、その側面や背面はロッカーに


